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第１条 適用

本仕様書は、｢下水道改築工事 第１工区｣に適用するものである。

本仕様書に定めのない事項については、以下の仕様書等の規定のほか監督員との協議により決

定するものとする。

（1）守口市土木工事共通仕様書
（2）管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン（案）（（社）日本下水道協会、

平成23年12月）

第２条 目的

本工事は、管きょ更生工法による下水道管きょの改築を目的としている。

第３条 設計内容

管きょ更生工

・準備工 １ 式

・管きょ内面被覆工（反転・形成工法）

１号線 φ300mm 78.53ｍ（３スパン）
２号線 φ300mm 62.63ｍ（４スパン）
３号線 φ300mm 40.71ｍ（２スパン）
４号線 φ300mm 27.73ｍ（１スパン）

φ250mm 63.21ｍ（２スパン）
５号線 φ250mm 26.47ｍ（１スパン）
６号線 φ250mm 90.06ｍ（３スパン）

・付帯工 １ 式

合 計 （反転・形成工法）φ250mm～300mm 409.34ｍ（１６スパン）

第３条 本管管きょ更生工

（１）適用工法

① 本工事における適用工法は、自立管(構造形式)の反転工法と形成工法である。
請負者は、工法を採用するにあたっては、公益財団法人 下水道新技術機構の｢建設技術審

査証明｣を得た工法であり、現場の施工条件に適合する工法でなければならない。

また、事前に監督員と協議の上承諾を得ること。
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（２）使用材料

① 請負者は、使用する材料が適正な品質管理のもとに製造されたことを証明する「製造証明

書」、「試験成績書」等を監督員に提出しなければならない。

② 請負者は、更生管きょの構造計算書（常時・地震時）、流量検討書等を作成し、監督員の

承諾を得なければならない。

（３）設計諸条件等

本管管きょ更生工における設計諸条件については、後に付いている「資料」に記載している。

（４）事前調査・事前処理

① 請負者は、管きょ更生に先立ち、既設管きょの調査及び事前処理を行わなければならない。

② 請負者は、調査項目、調査方法等についての計画書を作成し、また、終了後には、事前調

査・事前処理についての報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。

（５）施工計画

① 請負者は、工事着手前に施工工法、施工方法、施工管理項目、施工管理基準等を明記した

施工計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。

② 請負者は、構造計算及び事前調査の結果等を踏まえ、工法選定理由を施工計画書に示さな

ければならない。

③ 請負者は、選定した工法の技術講習を受け合格した専門技術者を、当該工事中は現場に常

駐させなければならない。

④ 請負者は、施工条件、事前調査結果、工法特性等を考慮し、適切な工程計画を作成しなけ

ればならない。

（６）品質管理

請負者は、施工前・施工中・施工後の品質管理について、その方法を施工計画書に示し、ま

たその結果が確認できる届けを提出しなければならない。各々の品質管理については、以下の

項目を考慮の上行うものとする。

① 施工前

請負者は、使用する更生材料等が適切な管理下で製造されたことを証明する資料を監督員

に提出しなければならない。また、請負者は必要に応じて物性試験を行い、監督員に提出し

なければならない。

② 施工中（反転・形成工法）

請負者は、構築方法別（熱硬化タイプ、光硬化タイプ、熱形性タイプ）に次の項目につい

て、施工計画書に記載された管理項目、管理値等を遵守し適切に管理しなければならない。

請負者は、施工計画書に記載された管理項目、管理値等を適切に管理すると共に、自動記

録紙等に温度・圧力・時間等を記録し、監督員に提出しなければならない。
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．熱硬化タイプ

① 材料挿入（反転・引込）速度 ② 反転時および拡径時の圧力管理

③ 硬化時の圧力管理 ④ 硬化温度管理および硬化時間管理

⑤ 冷却養生時間管理

．光硬化タイプ

① 材料挿入（引込）速度 ② 拡径時の圧力管理

③ 硬化時の電源管理 ④ 硬化時の圧力管理

⑤ 硬化温度管理 ⑥ 硬化時間管理

⑦ 冷却養生時間管理

．熱硬化タイプ

① 材料挿入（反転・引込）速度 ② 蒸気加熱時の温度管理

③ 蒸気加熱時の圧力管理 ④ 拡径、冷却時の温度管理

⑤ 拡径、冷却時の圧力管理

③ 施工後（反転・形成工法）

請負者は、反転・形成工法で施工した試験片（原則、スパン毎に採取する）を使用して、

公的試験機関やISO/IEC17025認定試験所で試験を行わなければならない。その際、以下の
点を確認し、その結果を監督員に提出しなければならない。

・設計曲げ強度（短期）の試験結果が申告値を上回ること。

・曲げ弾性係数（短期）の試験結果が申告値を上回ること。

・耐薬品性が規格値を満足していること。

なお、耐震性能の確認のために引張特性、圧縮特性の試験を行う場合には、以下の点を確

認し、その結果を監督員に提出しなければならない。

・引張強度（短期）の試験結果は、申告値を上回ること。

・引張弾性係数（短期）の試験結果は、申告値を上回ること。

・圧縮強度（短期）の試験結果は、申告値を上回ること。

・圧縮弾性係数（短期）の試験結果は、申告値を上回ること。

（７）出来形管理

請負者は、次の項目について管理方法等を施工計画書に示し、またその結果が確認できる

届けを提出しなければならない。

【反転・形成工法】

① 更生管厚み・内径の管理

・更生管の測定は、1スパンの上下流マンホールの管口付近で行うこと。
・更生管の測定箇所は円周上の6箇所とする。ただし、マンホール内に更生管を突出した状
態で更生を完了する場合には、突出し部分の管厚に増減が生じるため、既設管きょと更生

管の内径差により管厚を求めること。
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・更生管管厚の検査基準は、6箇所の平均管厚が呼び厚さ以上で、かつ、上限は＋20％以内
とし、測定値の最小値は設計管更生厚以上とする。

・更生管の内径については、硬化直後と24時間以降の測定値で差がないことを確認する。
・更生管厚の測定は、更生管の縫い目を避けて行うこと。

② 内面仕上がり状況の管理

・更生完了時において更生管内を洗浄し取付管せん（穿）孔片を除去した後、全スパンに

ついて目視あるいはTVカメラによる外観検査を行い、その結果を監督員に提出しなければ
ならない。

なお、テレビカメラの場合、取付け管口においては必ず側視を行い状況を入念に確認し

なければならない。

・更生工事しゅん工事において、更生管の設計強度、耐久性、水理性能等を損なわないよ

うなシワ、たるみ、はく離、漏水および異常変色等の欠陥や異常箇所がないことを確認し、

その結果を監督員に提出しなければならない。

・更生管と既設マンホールとの本管管口仕上部においては、浸入水、仕上げ材のはく離、

ひび割れなどの異常のないことを確認し、その結果を監督員に提出しなければならない。

・取付管口の穿孔仕上げ状態として、既存の取付管口形態と流下性能を確保し、新たに漏

水、侵入水の原因となる状況を発生させていないことを確認しなければならない

（８）工事写真ダイジェスト版の作成

請負者は、守口市写真管理基準及び施工計画書に記載の写真管理計画に基づく工事写真報

告書に加えて、工事写真ダイジェスト版を作成し、監督員に提出しなければならない。ただ

し、その構成については、事前に監督員と協議等を行うものとする。

第４条 安全管理

請負者は、公衆公害、労働災害および物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素

欠乏症等防止規則、土木工事安全施工技術指針、建設機械施工安全技術指針、土木工事公衆災

害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講じなければならず、

次の項目を考慮し、その措置内容を施工計画書に明記しなければならない。

（１）マンホール及び管きょ内での作業について

① マンホール及び管きょ内などで作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を選任し、そ

の指示に従い、酸素欠乏症等を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要

な措置を講じなければならない。

② 酸素欠乏危険場所では、酸素及び硫化水素濃度の測定を行わなければならない。

③ 請負者は、呼吸用防護具等を常備し、必要に応じて作業員に使用させなければならない。

④ 酸素及び硫化水素の測定結果は記録を保存し、監督員の指示に従い提出及び報告等を行う

ものとする。
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（２）ガス濃度測定について

① ガス濃度測定において、特に、汚泥が堆積する管きょ内等で作業する場合は、必要な防護

処置を行いながら汚泥をかく拌して濃度測定を実施しなければならない。

② 硫化水素の発生や酸素欠乏となることが予想される箇所については、常時測定器を携帯し、

常に安全を確認しながら作業を進めなければならない。

（３）安全施設について

安全施設については、警察署及び道路管理者等との協議に基づき実施するが、原則として

工事中は第三者の転落防止等事故防止のため、工事区間を保安柵、カラーコーン等により明

確に区画し、交通誘導員については警察署及び道路管理者の許可条件に適合した適正な人員を

配置しなければならない。

また、夜間施工となる場合は照明設備を設け、保安灯を設置し事故防止に努めなければな

らない。

第５条 局地的な大雨に対する安全対策等

（１）局地的な大雨に対する安全対策等について

雨水の流入する下水道管きょ内等では、局地的な大雨により急激な水量の増加、水位の上昇

により思わぬ事故を招く恐れがあることから、作業の安全確保のための対策を定めるもので

ある。

請負者は、対象となる作業箇所がある場合は、下記の内容を踏まえて、現場作業員への周

知徹底を図ることとする。

（２）対象となる作業箇所

対象となる場所は、次のとおりである。

① 雨水の流入する下水道管きょ内。

② 雨水の流入により影響を受ける作業環境であるマンホ－ル等の施設。

③ 降雨により水位の上昇などの影響を受ける処理場、ポンプ場内の施設。

（３）標準的な中止基準

標準的な中止基準は次のとおりとするが、請負者は、監督員と協議のうえ、現場特性に応

じた中止基準を定めなければならない。

① 作業箇所または上流部において、作業前に大雨注意報または警報が発令されている場合、

または作業中に発令された場合。

② 作業箇所または上流部において、作業前に降雨や雷が発生している場合、または作業中に

発生した場合。

③ 管渠内の水位など、降雨により影響を受ける水位が急激に上昇した場合。
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（４）標準的な再開基準

標準的な再開基準は次の各項目を満たした場合とするが、請負者は、監督員と協議のうえ、

現場特性に応じた中止基準を定めなければならない。

① 作業箇所または上流部において発令されていた大雨注意報または警報が解除された場合。

② 作業箇所または上流部において降雨や雷が確認されない場合。

③ 管渠内の水位など、降雨により影響を受ける水位が、平常時の水位であることを確認した

場合。

（５）施工計画書への記載

請負者は、局地的な大雨による急激な増水による被害に備えるため、施工計画書に以下の

点を踏まえた安全管理計画を記載しなければならない。

① 現場特性の事前把握（流入系統、地形情報、ポンプ施設、ビルピット施設の有無、平常時

の水位確認等）。

② 現地特性に応じた工事等の中止基準・再開基準の設定。

※以下の場合など、現場特性に応じて、上述した標準的な中止基準及び再開基準の緩和強化

を検討すること。

・作業箇所が、ポンプ場の運転調整により上流部の降雨による影響を受けない場合。

・作業箇所の管内径が小さい（人が入れない）場合。

・作業箇所がマンホールから離れている場合やマンホール蓋を開放しておけない場合など、

退避に時間を要する場合。

・マンホール内に落差・段差があり退避条件が厳しい場合。

③ 迅速に退避するための対応

・退避手順。

・安全器具等の設置。

・情報収集と伝達方法。

・資機材の取り扱い。

④ 日々の安全管理。

（６）その他

局地的な大雨に対する安全対策等に関しては、「局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等

安全対策の手引き（案）平成20年10月」に詳しい記載があるので、それらを参考にするものと
する。

第６条 環境対策

請負者は、施工中の環境に配慮するため、次の環境対策を講じなければならない。

また、その対応策を施工計画書に記載しなければならない。
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（１）工事広報

（２）粉じん対策

（３）騒音・振動対策

（４）温水・排水熱対策

（５）臭気対策

（６）その他必要な事項

第７条 施工時間等

（１）施工時間

本工事は、昼間施工とする。

（２）休日作業等

本工事の工期は、降雨日、祝祭日及び土曜閉庁日を含んでいる。ただし、やむを得ず休日作

業等を行う場合は、監督員に届け出するものとする。

第８条 その他

（１）建設業退職金共済制度

① 請負者が証紙を購入する場合

請負者は、契約後一ヶ月以内及び追加購入時｢掛金収納書｣を貼付した建退共掛金収納書届

を、監督員に提出しなければならない。その際、労務計画等により必要部数を計算した書類

及び証紙の配布を確認できる資料（下請業者の証紙要求書、同受領書、または手帳などの写

し）を併せて提出するものとする。

② 証紙の一部あるいは全部を購入しない場合

・他の退職金制度に加入している、建退共の対象となる短期労働者等を雇用していないなど

の理由で購入しない場合は、契約後一ヶ月以内に、理由を明記した届けを監督員に提出しな

ければならない。その際、他の制度の加入証明書や自社の退職金制度などの写しを添付する

ものとする。

・証紙は新規購入を原則とするが、現に保有している証紙を保有している証紙を使用するた

めに購入しない場合は、契約後一ヶ月以内に、理由を明記した届けを監督員に提出するとと

もに、その出所を明らかにした資料を提出するものとする。

（２）CORINSへの登録
① 工事請負金額が500万円以上の工事については、請負者は、工事実績情報サ－ビス
（CORINS）に基づき、「登録の為の確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、
受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報を所定機関に登録しなければならない。

② 各登録期限は、次のとおりとする。
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・受注時…契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内
・変更時…変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内
・完成時…工事完成後10日以内
・訂正時…適宜

③ 登録機関発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に

提出しなければならない。

（３）施工体制台帳の作成、提出

① 請負者は、請負金額にかかわらず、建設業法等の記載に従って施工体制台帳を作成し、工

事現場に備えるとともに、監督員に提出しなければならない。

② 請負者は、各下請業者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札

及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げる

とともに監督員に提出しなければならない。

③ 請負者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度すみやかに監督

員に提出しなければならない。

（４）出来形図の作成、提出

出来形図の製本部数等は以下のとおりとする。

① 製本版

・A2···························································· 2部
・A3（縮小版）············································· 3部

② 電子データ

・CADデータ、PDFデータ························· CD1部
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下 水 道 改 築 工 事 第 １ 工 区

【 設 計 諸 条 件 一 覧 表 】

[ 本 管 ]

①更生管の構造形式 自立管

②荷重条件 活荷重 Ｔ－２５ Ｔ－１４

その他の基準は「管更生の手引き(案)」(日本下水道協会)に準じる。

[ 取 付 管 ]

① 更生管の構造形式 二層構造管

・構造計算の方法は、(財)下水道新技術推進機構「管きょ更生工法(二層構造管)

技術資料、2006年」Ｐ24に記載のある、外水圧に対する設計法のうち、「①更生

管も土圧等の荷重を負担する場合(楕円変形率0.64)」とする。

・地下水位は地表面(ＧＬ.０ｍ)とする。

② 取付管と本管の接続部

・取付管更生材と本管の接合部については下記のとおりとする。


